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ネイチャーポジティブ経済への移行に向けた取組



33

生物多様性国家戦略2023-2030
（2023年3月31日閣議決定）

2030年ミッション
自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるため
の緊急の行動をとる（＝いわゆるネイチャーポジティブ）

新世界目標を踏まえ、世界に先駆けて国家
戦略を改定

「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」
（2024年3月29日公表） ４省連名で策定

昆明・モントリオール生物多様性枠組(2022.12)

②ネイチャーポジティブ経営への移行に当たって企業が押えるべき要素

①企業の価値創造プロセスとビジネス機会の具体例

③国の施策によるバックアップ
(ネイチャーポジティブ経営への移行に伴う企業の価値創造プロセスと対応する国の施策）

 ネイチャーポジティブ経営（自然資本の保全の概念をマテ
リアリティとして位置づけた経営）は、企業にとって単なる
コストアップではなく新しいビジネス機会

ネイチャーポジティブ経済移行戦略 ～自然資本に立脚した企業価値の創造～

NPE戦略に基づいたロードマップ（2025-2030年）を2025年７月に策定
 国の施策及び各種ステークホルダーに期待するアクション等を具体化して整理 3
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ネイチャーポジティブを通じたリスク低減・機会獲得

今後10年間グローバルリスクの
重要度ランキング（2026年版）

2位「生物多様性の喪失と生態系の崩壊」、
6位「天然資源不足」

NP領域の2030年の日本の
ビジネス機会は、約11兆円

（資源循環、脱炭素とのシナジー領域含めると約47兆円）

TNFD開示アダプター数は
日本企業が世界でトップ

 国内外の自然資本の劣化は、社会経済の持続可能性に対する明確なリスク。企業がNPに取り組むことは、
中⾧期的なダウンサイドリスク低減、企業価値創造につながる。

 日本は、COP10以降、企業が取り組んできた強みなどを背景に、TNFDアダプターの牽引国に。

※2026年３月３日時点

出所:WEF（世界経済フォーラム） グローバルリスク報告書2026より抜粋
WEF_Global_Risks_Report_2026.pdf

Biodiversity loss and ecosystem collapse

Natural resource shortages

出所：世界経済フォーラム（2020）”New Nature Economy Report II：The Future Of Nature And 
Business” 、 AlphaBeta（2020）”METHODOLOGICAL NOTE TO THE NEW NATURE ECONOMY 
REPORT II: THE FUTURE OF NATURE AND BUSINESS” 、Eora26（2015）、内閣府（2021）「国民経済
計算（GDP統計）：年次GDP実額」、内閣府（2022）「令和４年度の経済見通しと経済財政運営の基
本的態度（閣議決定）概要」 を用いて事務局推計

資料:TNFD Websiteより環境省作成
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ネイチャーポジティブ経済移行戦略ロードマップ（2025-2030年）

 「生物多様性国家戦略2023-2030」、「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」 を踏まえ、2030年NP経済へ
の移行の実現に向け、 国の施策の方向性の全体像を具体化。

企業のNP経営への移行の進展と同時に、金融機関・投資家のネイチャーファイナンス拡大、消
費者行動変容による市場形成、NPな地域づくり、国際競争力向上の観点からNP経済を実現。

ネイチャーポジティブ経済移行後の状態（絵姿）

情報開示促進・ネイチャー
ファイナンスの拡大による

企業のNP経営の実践

国際ルールメイキング等
による企業の国際競争力強化

NPな地域づくりで
企業と地域の価値向上

     視点②

視点③

視点①
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ロードマップで掲げた主要な施策

• 金融機関・投資家が、企業のNP経営の価値を適切に評価した上で投融資判断をできる（＝
投融資方針にNPが織り込まれている）ようにすることが必要

• 投融資におけるNP配慮指針等（仮称）の検討・策定【～2026年度】
• 上記指針等を活用した官民連携によるネイチャーファイナンスの先行モデルの創出を実施

【2026年度～】

N
P

配
慮
指
針(

仮
称)

等
の
検
討
・
策
定

官民連携による
先行モデルの創出

横
展
開

企業自治体 金融機関ネイチャーファイナンスに関する
ガイダンス・事例等

投資家・
金融機関

ネイチャーファイナンスの拡大・質向上

• NP経営移行が企業価値向上につながるストーリーを確立・浸透させることが必要

• NPを通じた企業価値向上までのストーリー集（仮称）の検討・策定【～2025年度】
• 上記ストーリー集等を活用し、NP経営移行に向けた能力養成や技術開発・支援、NP経営推

進プラットフォームの活性化を通じた互助・協業の取組を推進【～2030年度】

「企業価値向上ストーリー」の確立・浸透

能力養成・技術開発・
支援等

各種ガイダンス
企業事例等

企
業
価
値
向
上

ス
ト
ー
リ
ー
集

（
仮
称
）
の
検
討

• 日本は国外の自然資本への依存度が高いが、NPへの配慮に取り組むにあたり、トレーサビ
リティの不確実性や、どこまで取り組むべきか、という水準が不明瞭であるという点が課題

• 調達におけるNP配慮指針等（仮称）の検討・策定【～2026年度】
• 官民連携によるNPなVC構築の先行モデルの創出や調達を通じたフットプリント低減に向け

た検討を実施【2026～2028年度】
• グリーン購入法等の公共調達基準への反映に向けた検討も実施【2026年度～】

調達におけるNP配慮の推進

VC調達のNP配慮指針等

各種
民間企業事例

官民連携によるNPなVC
の先行モデルの創出 横

展
開

各種既存ガイダンス等

企業公的機関 金融機関

公共調達基準におけるNP反映

調達による影響把握・
フットプリント低減

▲JBIB 生物多様性に配慮した
企業の原材料調達推進ガイド

▲世界銀行 Implementing 
Sustainable Procurement

各種企業
等

視点②

視点②

視点③
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• 企業のNP取組によって企業価値と地域価値の向上の同時実現につな
がっている成功事例を創出しつつ、地域の多様な主体の参画・協働を
促進する体制の構築が必要

• 自然共生サイト認定及び支援証明書制度の運用や、生物多様性見える
化マップの機能を搭載・拡充【～2030年度（支援証明書制度は2025
年度～本格運用開始）】

• NP取組が企業価値や地域価値向上につながる成功事例の創出及びラン
ドスケープアプローチの実践に関する先行モデルの創出を実施【～
2026年度】

企業価値向上と地域価値向上の同時実現等

生物多様性地域戦略の策定支援

連携機会の創出ランドスケープアプローチ
のモデル創出

住民

関与

地域を
越えて

自治体

活用

学術
研究機関

▲自然共生サイト認定・
支援証明各制度の概要

▲生物多様性「見える化」
マップ

企業 地域
金融機関

NPO/NGO/
中間支援組織等

ロードマップで掲げた主要な施策

• 生物多様性・自然資本を「価値付け」し、その活用について検討する
ことにより、民間資金動員を促進することが必要

• 価値評価及びその活用に関する基本的な考え方を整理【～2025年度】
し、実地でのFS実証事業も実施しつつ、価値評価及びその活用の仕組み
を検討・整理【2026年度～】

• 日本ならではの自然の状態に関する考え方（アンダーユースが危機の
一つであること等）の組み込みや、自然関連データ基盤のあり方も連
携して整理【2026年度～】

整合

連携

自然共生サイト
支援証明書制度

実地でのFS実証事業

価値評価及びその活用
の仕組み検討

生物多様性・自然資本の
価値評価及びその活用に

関する基本的な考え方を整理

生物多様性・自然資本の価値取引を見据え
た価値評価

視点①

視点②
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2050

自
然
と
共
生
す
る
社
会

2030

ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
経
済
へ
の
移
行

視点1
NPな地域づくり
で企業と地域の

価値向上

視点2
NP経営実践拡
大・深化に向け
た自然資本価
値可視化、情
報開示促進

視点3
自然関連領域
の国際ルールメ
イキング、国際
競争力強化

2-1 生物多様性・自然資
本に関するデータ整備

2-2 生物多様性・自然資本の
価値取引を見据えた価値評価

2-3 NP経営移行による「企
業価値向上ストーリー」の確
立・浸透

2-4 ネイチャーファイナンスの
拡大・質向上

2-5 消費者側の意識・行動
変容への仕掛け

3-1 調達におけるNP配慮の
推進

3-2 自然領域における国際
ルールメイキングへの参画

1-1 企業価値向上と地域
価値向上の同時実現

1-2 NPな地域づくりの体制
強化（面的な取組展開）

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

消費行動におけるNP配慮の重要性等の継続周知

官民整備の各種データベース等の機能・連携強化、各種指標に関する検討の国際動向と各種データベースの整合性確保

価値評価及びその活用の仕組みの検討・整理

ISSB BEESリサーチ・プロジェクト結果を踏まえた対応の検討

投融資NP配慮指針(仮称)等検討・策定 NP配慮指針等を活用した官民連携ネイチャーファイナンス先行モデルの創出

影響把握と負荷低減関連の企業行動支援

調達NP配慮指針等(仮称)の検討・策定
NPなVC構築の先行モデルの創出
調達を通じたフットプリント低減の検討
グリーン購入法等の公共調達基準への反映に向けた検討

国内の活用実績を増やし、ASEAN諸国への展開やLCA関連の国際会議等
での連携強化を実施

ネイチャーフットプリントの開発、金融セク
ター向け活用ガイダンス(仮称)の公表

生物多様性見える化マップ（自然共生サイト等に関連するデータベース）の機能搭載・拡充

自然共生サイト認定・支援証明書制度運用

企業・地域価値の向上見える化に向けたワークショップ等の実施

NP取組が企業・地域価値向上につながる成功事例の創出

ランドスケープアプローチの先行モデル創出

生物多様性地域戦略の策定支援

生物多様性・自然資本の価
値評価及びその活用に関する
基本的考え方整理

優先対象分野別リスク・機会ロングリス
トの検討・作成等の開示支援

企業価値向上ストーリー集(仮称)

NP関連価値を見せる売り場づくり等の好事例創出 消費者・VC上の企業・小売店等への横展開

モデル事例の横展開、プラットフォーム等における連携機会の創出

生物多様性見える化マップ（生物多様性に関する各種情報）の機能搭載・拡充

衛星を活用した植生図の整備等速報性を重視した自然環境情報の整備

（参考）ネイチャーポジティブ経済移行戦略ロードマップにおける国の施策の全体像

NPEプラットフォームの活性化を通じた互助・協業の取組推進

NP経営移行に向けた能力養成や技術開発・支援 中堅・中小企業への能力養成や技術開発・支援

自然領域の市場獲得の基盤となる攻めの戦略・守りの戦略の策定 戦略を踏まえたTNFD、SBTN、
NPI、IPBES、ISO/TC331等
ルールメイキングの場における日本
の技術、取組成果の打込み

実地でのFS実証事業
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「ネイチャーファイナンス実践ガイドライン（仮称）」 の趣旨・目的

 投資家・金融機関等が投融資プロセスにおいて自然資本への配慮を組み込み、自らのポートフォリオの中⾧期なリスクの抑制並び
にリターンの確保及び向上を図るとともに、自然資本の保全と持続可能な利用に貢献するネイチャーファイナンスの実践取組を拡
大することを趣旨とする。

 PRI、UNEP FI、ICMAといった国際的な団体等による様々なガイダンス等と整合を図りつつ、ネイチャーファイナンスに関する基本的
な考え方と実践に当たっての取り組み方を示すことを目的とする。

本ガイドラインの対象等 本ガイドラインにおいて示されるネイチャーファイナンス実践の要点

• 投融資を通じて、自然資本の保全及び持続可能な利用に関係す
る投資家・金融機関等を幅広く対象とする

• ネイチャーファイナンスの実践に向けて、企業の取組を適切に評価す
るための投融資における視点や取組方法を示す

基本的な視点
• 我が国の自然環境の特徴
• 複雑性
• ネクサス 等

ネイチャーファイナンスにおいて考慮
すべき固有の視点
• 依存とインパクト
• ロケーションファクター
• バリューチェーン
• ミティゲーション・ヒエラルキー
• ステークホルダーとの合意形成

ネイチャーファイナンス実践の視点

① 投資家・金融機関自らが自身の自然資本に関するリスクと機会を分析
し、適切な行動をとっていくためのガバナンス

② 企業が自然資本に配慮した取組を行うよう働きかけるスチュワードシッ
プ・エンゲージメント

③ 自然資本への負の影響を下げ、正の影響を拡大するための投融資

投資家・金融機関の取組事項
上記視点をふまえ
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日本の経済・社会活動は、バリューチェーンを通じて自然資本に依存し、影響を与えている

 経済・社会活動は、バリューチェーンを通じて自然資本に依存し、プラスもしくはマイナスのインパクト（影響）を与えている
 国外の自然資本に資源・生産活動の大半を依存しているのも我が国の特徴のひとつ（国内で事業活動を行う企業で

あっても、商社等を通じた原材料の輸入により国外の自然資本へ依存している場合もある）
 自然資本を巡り、国際ルール競争・クリーンな資源争奪が始まる中、資源安全保障の観点からも備える必要。

日本の消費に関連した世界の生物種の脅威ホットスポット

出典:金本他、Identifying the Species Threat Hotspots from  Global Supply Chains、Nature Ecology & Evolution 2017
出所:TNFD「自然関連財務情報開示タスクフォースの提言」（2023年）を基に環境省作成

「サステナビリティ（気候・自然関連） 情報開示を活用した経営戦略立案のススメ実践ガイドVer.2.0」
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調達におけるネイチャーポジティブ配慮等の重要性

 NPに配慮した調達を推進しようとする企業の皆様に向けて、最低限押さえるべき要諦や先進企業の事例を取りまとめたガイドライン等を策定する。

 調達におけるネイチャ―ポジティブ配慮等の対応事項として、企業ポリシー等への組み込み、リスクの特定・評価、負の影響の停止・防止・軽減、モニタ
リング、公表・開示における対応必須事項や対応推奨事項について整理。

 各種調達方針等の策定・運用にかかる社内外のステークホルダーとのコミュニケーションにあたりお役立ていただく想定。特に、自社の直接取引先がネ
イチャ―ポジティブに配慮しているかどうかを確認する際に、本ガイドライン等においてお示しする「調達におけるネイチャ―ポジティブ配慮等において押さえるべ
き要諦」をご活用いただき、その取組・効果が下流から上流へと数珠繋ぎのように波及することで持続可能なサプライチェーンを構築することを期待する。



12先行する取組主体・有識者、関係する企業・民間団体など

生物多様性の価値評価に関する検討状況について

 令和７年９月より「生物多様性の価値評価に関する検討会」を設置し、生物多様性保全に対する民間資源動員の拡大に向けた価値取引等の社会
経済的な仕組みづくりも見据え、日本の自然の特徴を踏まえた生物多様性・自然資本の定量的な価値評価の在り方について検討している。

 令和７年度は、「生物多様性の価値評価手法の検討に当たっての基本的な考え方」を令和８年３月に取りまとめた。令和８年度以降、環境省自
然環境局自然環境計画課と国立環境研究所で取り組む価値評価手法の具体的検討や、自然共生サイトにおける評価手法の試行に取り組む際の基
礎とする。

 本基本的な考え方は、日本を含むアジア・モンスーン地域特有の二次的な自然の特徴を踏まえ、「価値評価にあたって満たすべき要件」と「価
値評価の活用に向けて」のそれぞれのフェーズで重視・留意すべき点を記載しており、令和８年度以降も議論の進展や国際動向に応じて充実を
図っていく。

生物多様性の価値評価
手法の検討に当たっ
ての基本的な考え方 活用スキーム

の実装可能性

令和８年度～（具体的検討）令和７年度～ 具体的検討の
基礎

方向性の共有
今後の体制構築
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ISO/TC331生物多様性の標準化に関する取組状況について

タイトル番号

Biodiversity – Vocabulary / 生物多様性－用語集ISO/DIS 13208

Biodiversity — Process for designing and implementing biodiversity 
net gain in development projects 
生物多様性 — 開発プロジェクトにおける生物多様性ネットゲインの設計と実施のプロ
セス

ISO 17620

Ecological Network – mapping of standardization needs
生態系ネットワーク－標準化ニーズのマッピング

ISO/WD TR 
25182 

Biodiversity — Considering biodiversity in the strategy and 
operations of organizations — Requirements and guidelines 
生物多様性 - 組織の戦略と運営における生物多様性の考慮 - 要件とガイドライン

ISO 17298

Biodiversity – Requirements and guidelines for the characterization of 
native species and products derived from native species
生物多様性－在来種および在来種由来製品の特性評価に関する要件とガイドライン

ISO/DIS 17317

Biodiversity and the Food Sector: Guidelines on how to improve 
biodiversity performance of food companies and food retailers
生物多様性と食品セクター:食品会社と食品小売業者の生物多様性パフォーマンス
を向上させる方法に関するガイドライン

ISO/WD TS 
18244

Wood and wood-based products — Biodiversity dynamics in 
managed forest landscapes
木材および木材製品 — 管理された森林景観における生物多様性の動態

ISO/AWI 
25970

ISO/TC331の発行済み・開発中規格

CAG TC331

WG1 WG2 WG3 WG4

リエゾン TC287

JWG1 WG

木材および木材製品の
持続可能なプロセス

 TC331は、2020年8月にフランス提案でISO内に新設された「生物多様性」に関する専門委員会。
 2025年12月現在、2つの規格が発行されているが、生物多様性に関する用語などのテーマについて開発段階にある。
 日本は2021年12月に正規メンバーとして参画し、ISO/TC31国内審議委員会を設置（国内審議団体:環境省）、生物多様性に関する日本の優れた

技術や日本特有の自然環境等の概念についてインプットすることで、我が国産業の国際競争力強化につなげることを目指している。

※赤枠囲いの2規格が発行済み

TR:技術報告書
PAS:公開仕様書

TR:技術報告書
PAS:公開仕様書
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ISO/TC331 ISO17298:2025
生物多様性— 組織の戦略と運営における生物多様性の考慮 - 要件とガイドライン の概要

生物多様性に関する最初のISO規格

世界中の公共部門と民間部門
のあらゆる種類の組織、規模
の大小を問わず活用

意思決定者が、組織の戦略に
生物多様性の考慮を組み込む
ため本規格を活用

既存の枠組みと今後の規制に
整合

ISO 17298の特徴 4.1 生物多様性アプローチの適用範囲
組織は、その境界と適用範囲を定めることに
より生物多様性アプローチの範囲を決定

【生物多様性アプローチの適用範囲の決定】
 活動
 活動にかかる土地所有区域
 管理する事業活動
 上記のバリューチェーン、ライフサイクル、影響

範囲（要文書化）

【考慮事項】

 活動の種類と煩雑さ
 規模（組織の従業員数や売上高を含む）
 土地の形状
 事業分野と市場
 活動に関連する懸念事項
 組織内の意思決定構造とその性質
 潜在的な影響、実際の影響
 地域における重要な生物の生息 等

【規格内の一部抜粋】

7.2 目標の定義

組織は、生物多様性行動計画を策定するた
めの目標を設定する。
目標は、以下の要件を満たす必要がある。

 具体的であること

 指標を用いて測定可能であること

 組織とその利害関係者の能力を考慮した上
で、達成可能であること

 生物多様性および生態系サービスの保全ま
たは生態系回復に実際に影響を与えること

 組織のコアビジネス戦略と整合性があること

 内外の利害関係者に適切に伝達されている
こと

 必要に応じて更新されること 等
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生物多様性保全と気候変動とのシナジー
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炭素中立・循環経済への移行との統合的・一体的な取組

シナジー
トレードオフの可能性がある

天然資源 中間・最終処分場

製造・利用

CEへの移行の条件
（サーキュラー
エコノミー）  新規の投入量を減らす  なるべく物を⾧く使う

 無駄をなくす  廃棄物を最小限とする

CN化の条件
（カーボンニュートラル）

 GHG排出量をゼロにする
 どうしても排出してしまったものは
 Captureする
 異常気象での影響を最小限とする

 GHG排出量をゼロにする
 どうしても排出してしまったものは

Captureする
 異常気象での影響を最小限とする

NPへの
移行の条件

（生物多様性）
 自然資本を限りなく使わない
 生態系に負の影響を与えない

 自然への影響を最小限とする
 生態系に負の影響を与えない
 自然の価値を最大限発揮する

 自然への影響を最小限とする
 生態系に負の影響を与えない

 GHG排出量をゼロにする
 どうしても排出してしまったもの

はCaptureする

ビジネスとして、資源の最小化・モノの価値の最大化を狙う

気候変動問題を解決する。そのためにCN化の達成（緩和）と、異常気象への適応を進める

自然資本を持続可能にし、生態系の維持保全を行う

CN化・NPへの移行の間でのトレードオフ発生パターン（例）
• 元来森林ではなかった生態系への植林、及び特に外来樹種を用いた単一樹種の再植林は、気候変動緩和に貢献する可能性があるが、生物多様性に悪影響を与
えることが多い。

• 交通・エネルギー分野の再生可能エネルギーは、気候変動を緩和するための重要な選択肢であるが、現状では、風力発電機、電気自動車のモーターやバッテリーに使
用されるレアアースなどは、陸域や海域での鉱物の採掘に依存しており、廃棄や再利用のためのクリーンなメカニズムを有していない場合がある。

出所：地球環境戦略研究機関（2021）「IPBES-IPCC 合同ワークショップ報告書：IGES による翻訳と解説」

NPへの移行、CN化、CEへの移行の間の関係性（例）

 ネイチャーポジティブ経済への移行と炭素中立、循環経済への移行の間には、方法によってポジ
ティブな相乗効果（シナジー）もネガティブな副次的効果（トレードオフ）も発生し得る。

 このことを考慮することにより、効果的に取組を進めることが可能となる。

「気候変動を始めとする諸課題へ
の対策と生物多様性との間 でのシ
ナジー（相乗効果）を最大化し、
トレードオフを最小化することで、生
物多様性を維持しつつ NbS の効
果を最大限発揮させる。」

（生物多様性国家戦略2023-2030）

第4回 ネイチャーポジティブ経済研究会
資料４ p.31一部修正の上、再掲

17
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ネイチャーフットプリントの開発

▲生物多様性フットプリント手法開発においては
約7,000種を対象とした分析に基づく評価を行って
グリッドスケールの被害係数を試算。

 地域解像度をより細分化することで、これまでの画一的な評価手法とは異なり、生物種や地域の特徴を詳
細に反映できるため、日本国内の環境条件を踏まえた評価が可能となり、国内企業にとってもビジネスと自
然の接点を正確に把握する機会となる。

 生物多様性と生態系サービスの双方に着目したネイチャーフットプリントは技術的な優位性を有する。
 今年度中にネイチャーフットプリントver.1や関連ガイダンスを公表し、LCAソフトウェアに実装予定。

 自然関連情報の開示における「指標」に何を採用し、どのように算定評価するかという課題に対応するため
LCAの影響評価手法の一つであるLIMEを発展させつつ企業の事業活動におけるサプライチェーン全体の
環境負荷を“見える化”するネイチャーフットプリントを開発。



自然を活用した解決策（Nature based Solutions）

・自然が有する機能を持続可能に利用し、気候変動
や地域振興など多様な社会課題の解決につなげる

・特に生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）に
ついて、基本的な考え方を整理した手引き・事例
集を策定し、海外からも評価を受けてきた

NbSを通じた地域づくりのイメージNbSの考えの普及

気候変動

自然災害

社会と経
済の発展

人間の
健康

食料安全
保障

水の安全
保障

環境劣化
と生物多
様性喪失

・生態系を基盤とした適応策（EbA）
・生態系を基盤とした災害リスク削減（Eco-DRR）
・グリーンインフラ（都市部の経済成⾧と投資に関する）
・自然インフラ（持続可能な統合的水資源管理に関する）
・総合的または再生的景観管理
・自然の解決法（気候変動への対処における保護区の役割）

NbSに含まれる概念
出典：環境省（2022）.生態系を活用した気候変動適応策（EbA）

計画と実施の手引き

出典：IUCN(2016). Resolution 69 on Defining 
Nature-based Solutions (WCC-2016-Res-069). 

19
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温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における令和9年度報告（令和８年度排出量実績）からの
森林等炭素蓄積変化量等の算定・報告について

（出典）https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/about/forest_carbon_change_2026.pdf 20
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吸収源としての算定・報告が可能になる活動 -森林経営活動として自然共生サイトの森林も-

算定範囲として抽出し
た森林（例:自治体Aで
所有する全ての森林）

排出量（主伐による蓄積減少）
は全て算定

森林経営計画又は
増進活動実施計画
が作成された森林
吸収量算定対象

吸収量は、単なる森
林ではなく適切な管
理がなされている森
林が算定対象

抽出森林から主伐箇所を除
外することを避ける必要

 森林吸収量の算定対象となるのは、算定範囲に
含めることとした森林のうち、

〇森林経営計画（森林法第11条に規定する森林
経営計画をいう。）又は、

〇自然共生サイトの計画
・生物多様性増進活動実施計画（地域生物多様

性増進法第９条に基づく地域生物多様性増進
活動の実施に関する計画をいう。）又は、

・連携生物多様性増進活動実施計画（同法第11
条に基づく連携地域生物多様性増進活動の促進
に関する計画をいう。）

が作成された森林の区域のみ。

（出典）https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/about/forest_carbon_change_2026.pdf 21
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統合的取組実装モデル支援事業の実施概要

戦略
・リスク・機会の特定・評価
  財務的な影響を及ぼすリスク・機会の要因を特定し統合的視点で自社におけるリスク・機会を特定する
・シナリオ分析
自社リスク・機会を統合的視点から分析することで、自社における重要なシナリオを特定する

・対応策の検討
対応策が気候・自然・循環に与えるシナジーとトレードオフを検証し、対応策を策定する

令和７年度企業の脱炭素実現に向けた統合的な情報開示（炭素中立・循環経済・自然再興） に関する促進事業

 令和6年度事業では、統合的開示の意義や考え方を整理し、「環境課題の統合的取組と情報開示
に係る手引き」を公表した。

 一方で、企業においては、複数の環境課題を横断したリスク・機会の整理や、戦略・指標への落とし
込みに難しさがあるとの課題を踏まえ、 「令和7年度脱炭素実現に向けた統合的取組実装モデル支
援事業」では、当該手引きに沿って、4本柱のうち「戦略」「指標と目標」を重点的に、統合的な考え
方を実際の分析・設定プロセスに落とし込む実践的な支援を行った。

支援体制

アスクル株式会社

株式会社 極洋 

大日本印刷株式
会社 (DNP) 

意見交換
情報連携

意見交
換
情報連
携

サステナビ
リティ開示
に係る業
界団体・イ
ニシアチブ
等

環境省

野村総合
研究所

委託

対象企業に対する助
言・技術的支援

指標と目標
・気候・自然・循環間で整合性の取れた指標・目標を設定する
統合的な影響（指標間の依存関係）を把握したうえで、自社の指標・目標を設定する

2026年3月3日時点

統合的アプローチ
「環境課題の統合的取組と情報開示に係る手引き手引き」より

自社ビジネス

気候変動
（≒TCFD）

ガバナンス
戦略

• リスク・機会特定・評価
• シナリオ分析
• 対応策の検討

リスク管理
指標と目標

自社に与える財務影響の
分析・対応

ステークホルダー

対話による信頼獲得

情報開示

共通した体制で監督・執行共通した体制で監督・執行
した方が効果的

気候・自然間の相互作用を
踏まえたリスク・機会の分析・
対応策検討が可能

読み手の負荷が軽減し、理
解促進につながる

共通した体制でリスク管理し共通した体制でリスク管理し
た方が効果的

自社にとっての相対的重要性
に基づいた目標設定

自然資本
（≒TCFD）

※「戦略」「指標と目標」を重点的に支援

22



ネイチャーポジティブ経済移行に向けた企業価値向上ストーリー集(2026年３月末公表)

23

インパクトドライ
バー

企業価値を高める戦略の策定・NP経営の実行把握する

ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
経
済
の
実
現

自
然
と
共
生
す
る
社
会

２
０
３
０

２
０
５
０

社会経済
の変化

ネガティブな影響

リスク

機会

ポジティブな影響

依
存

陸、淡水、海洋
利用の変化

汚染、汚染除去

侵略的外来種の
導入・除去

気候変動

リスク・機会の分析を踏まえ、NP視
点を組み込んだ⾧期戦略・ビジネス

モデル等を構築・実行

ネイチャーポジティブ経営
新たな製品・ソリューションなどの機会を分析

現状の延⾧線上にあるリスクを分析

マテリアリティ

⾧期戦略
中期経営計画

※本図は、株価、PBR向上のみならず、NP経営移行過程での消費者の購買意欲向上、売上向上なども含めて示したものです。ヒアリング等を通じて得られた様々な考え方を踏まえ、代表的な要素を整理しました。

コスト低減

循環・廃棄物削減

事業継続性の確保
BCP向上

持続可能な調達
トレーサビリティ

の確保

共創
(VC上、組織連携)

自然資本の
保全・回復

信頼性向上・
レピュテーション
リスク低減

レジリエンス・
企業基盤強化

財務
インパクト

ネイチャーポジティブ経営による企業価値向上プロセス

進捗
管理

成果
評価

戦略
見直し

成⾧領域の拡大
販売チャネル・

事業拡大

信頼性・評価向上

ブランド/ESG価値

シェア拡大・
協業拡大

競争力・連携強化

資産価値向上
不動産

・アセットなど

出典:経済産業省 協創のための統合的開示・対話ガイダンス2.0（価値協創ガイダンス2.0）、TNFD Evidence-review-on-the-financial-effects-of-nature-related-risks、
PRI 生物多様性ポリシーの策定 生物多様性民間参画ガイドライン 等を参考に環境省作成

企業価
値

向上

↑内枠:財務的インパクト
外枠:社会的インパクト

資源利用、
資源補充

供給サービス
（例:淡水供給）

基盤サービス
(例:主の生息地)

文化サービス
（例:観光）

調整サービス
（例:受粉）

原料調達 土地利用・開発生産・加工

販売

物流 研究開発
イノベーション

保守・廃棄
リサイクル

資金調達

保有地管理



事例６:王子ホールディングス株式会社
実績

計画

パルプ･
紙･紙
加工品

産業セクター 取組区分

• サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）として9つを示し、環境関連は下図の5つ。
• 生物多様性関連では、「持続可能な森林経営と生物多様性の保全」 「気候変動の緩和・適応」 「資源の循環的利用」を掲げている。

 王子グループ統合報告書2025
 王子グループ TNFDレポート2025
 王子の森の経済価値化の取り組みについて
 中期経営計画2027

開示媒体 生活産業資材、生活消費財、機能材、
資源循環ビジネス、印刷情報メディア主な事業

マテリアリティ

• 資源の安定的・⾧期的確保:王子グループの植林事業は1893年ごろに始まり、現在では国内外に約63.6万ヘクタール（東京都の面積の約3倍）の社有林を経
営。再生可能な資源を安定的・⾧期的に確保することで、事業リスクの低減を図ると同時に、森林の公益的機能を発揮し、生態系サービスを社会に提供している。

• 資源循環型ビジネスモデル:再生可能な資源を循環的に利用し、製品を生産・提供するシステムを確立。事業活動を通じてサーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティ
ブ、カーボンニュートラルといった社会課題に取り組んでいる。

• 事業ポートフォリオの転換:紙・板紙の需要構造の変化に対応すべく、既存インフラを活用して「木質バイオマスビジネス」および「サステナブルパッケージ」を中核とする
ポートフォリオへの転換を推進。投資効率の向上および収益性の改善を目指している。

出所:王子グループ統合報告書2025、王子グループ TNFDレポート2025等を基に環境省作成

価値創造に向けたプロセス・ポイント



主な取り組み 自社・ステークホルダー
への効果 企業価値の向上マテリアリティ リスク・機会

製紙の枠を超えていく～森林資源を核とした事業ポートフォリオ転換と、自然資本価値化の取り組み～

王子HD担当者

• 当社は100年以上、持続的な森林管理に取り組み、その森林に根付いた事業運営を実施しています。木質バイオマスビジネスの中核化、サステナブルパッケージ事
業の拡大等の施策は、社会課題の解決に向けた取り組みであり、これによる企業価値の向上とサステナビリティへの貢献を目指します。

• 今後は、生物多様性保全、水源涵養等森林の公益的機能を活かした新たなビジネスも展開していきます。

• ネイチャーに直接関連するマテリアリティとして、「気候変動の緩和・適応」、「持続可能な森林経営と生物多様性の保全」、「資源の循環的利用」を抽出、それらに起因するリスク・機会へ
対応する取り組みにより、企業価値向上を狙っている。

• 化石資源由来の使い捨てプラスチック包装に代わる、持続可能な包装資材需要の急速な高まりを受け、環境配慮型の紙パッケージの開発と加工技術を推進。バリア性能や耐久性、加
工性などの機能を付加した新しい紙・パルプ製包装を市場に提供。2024年度実績で約3,000トンを販売、2030年度までに5,000トンまで拡販する目標を掲げ、廃棄物の削減、環境
負荷の低減にも寄与している。

• 従来の化石資源を原料とした、さまざまな製造プロセスの代替として期待されている「バイオものづくり」に取り組んでいる。食料と競合しない再生可能な森林資源と製紙工場のインフラを活
用して、木質由来の糖液・エタノール・ポリ乳酸の社会実装を推進。現在のところ2030年代に300億円以上の売上を目標とし、今後「木質バイオマスビジネス」の中核化を目指している。

• さらに社有林の公益的機能の価値化に向けた第一歩として、国内社有林の経済価値約5,500億円/年と概算。現在、より精緻な定量評価、価値づけをめぐる国際ルール形成、クレ
ジット等による価値創出を目指して取り組んでいる。

主な要素 間接的・副次的な要素凡例

事例６:王子ホールディングス株式会社

森林
管理

持続可能な森林経営、森林拡大、
成⾧性改善

コスト（炭素税・排出権取引等)や
売上 (市場価値観の変化等)への影響

資源の循環的利用

異常気象による自然災害甚大化・資源の
枯渇による基幹産業への影響

低炭素・資源循環型である木質製品
(紙製品等)の需要増

社有林の価値の再評価と、自然クレジット
(炭素・生物多様性等)の需要増等による

価値向上

出所:王子グループ統合報告書2025、王子グループ TNFDレポート2025等を基に環境省作成

製造
工程
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自然
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自然資本の定量評価の取り組みと、
価値づけに向けたコンソーシアムへの参画
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リサイクルの推進・技術の活用
（古紙、水等）

GHG排出量削減と吸収・固定量増

生物多様性保全・水源涵養等森林の
多面的機能の維持・拡大
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環境配慮型製品の拡大

リサイクル率の向上

収益性向上と資本コスト低減

糖液・エタノール・ポリ乳酸売上
300億円以上（2030年代）

サステナブル製品(含む紙以外の環境負
荷低減効果を持つ製品)全体では売上
高2,000億円以上 (2035年度)

社有林公益的機能の価値計算 (概算は
国内5,500億円/年、さらなる精緻化取り
組み中)と、クレジット等による価値創出

水処理、リサイクル事業の拡大 等

実績

計画

パルプ･
紙･紙
加工品

産業セクター 取組区分

気候変動の緩和・適応

持続可能な森林経営と
生物多様性の保全



ネイチャーポジティブとカーボンニュートラルの同時実現に向けた再エネ推進技術の実証

自然資本活用による太陽光発電施設の総合的評
価分析事業

採択事業者:東急不動産株式会社
実施期間 :令和６～８年度
実施内容 :再生可能エネルギー発電施設（太
陽光）における、植生管理等を適切に行った際の生
物多様性への正負の効果や発電効率・経済効果な
どを検証し、正の効果を最大化するための検証を実
施。

洋上風力発電施設における海洋自然生態系への
影響評価実証と地域における理解醸成促進事業

採択事業者:輪島建設共同組合
実施期間 :令和６～８年度
実施内容 :浮体式洋上風力の導入促進を図る
べく、漁業関係者等の理解醸成に資する魚類等へ
の生態系影響調査等を行う観測システムに関するビ
ジネスモデル/手法を確立。

洋上風力の魚礁効果

観測ブイ

浮体式洋上風力

観測ブイ

植物が持つ多様な
効果の活用

① 災害抑制効果
② 炭素貯留効果
③ 生物多様性保全効果
④ 地表面温度抑制効果
⑤ 発電効率向上効果
⑥ 事業収益向上効果

気候変動と生物多様性の損失への一体的な対応が重要視される国際情勢等を踏まえ、再生可能エネルギーの社会的受容を向上させるために
必要な技術の確立や、脱炭素社会の構築への新しいアプローチとしての技術シーズの促進を目指し、自然環境と調和した再生可能エネルギー導
入の加速化のための技術実証をエネルギー対策特別会計を活用し実施。

①バイオミミクリー（生物模倣）活用による再生
可能エネルギー施設のＯ＆Ｍにおける超音波検査
簡便化技術の実証事業

②昆虫の色識別能力の研究に基づく風力発電の
発電効率維持に資する技術の実証事業

採択事業者:①株式会社東芝
（令和６～７年度）

②Nanosuit株式会社
（令和６～8年度）

実施内容 :
①昆虫の肢構造を模倣することで、環境負荷が高い
とされる液体接触媒質を使用しない超音波検査を
簡便化する技術を開発。
②風力発電の発電効率低下の一因であるブレード
への昆虫の衝突・付着への対策として、昆虫特有の
色識別能力の研究にもとづく衝突回避に効果を有す
る塗料を開発。

左図:液体接触媒質を使用した従来の超音波検査（上記①）
右図:風力発電における昆虫の衝突・付着の状況（上記②）26
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